
尾張旭市議会議長殿

一般質問(代表(1亘D、 通告書

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定によW2月定例会において別

紙のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質闇方法は、下記のとおりです。

令手口

『二月Ⅱ

ξ年

・午後

月 Z2日/ノ

時クク分

1

令和 6、年ノ/月之Ze

質問事項

2 質問方法

氏名 大鳥もえ

す

1回目一括質問、一括答弁

再質問以降質問事項(大項助

0

t^選択する方法に0を付す。

1回目から質問事項(大項目)ごとに一問一答

件

受勝.

-5.Ⅱ'22
^

ごとに一問一答

受
付

記



 

別紙                    氏 名  大島 もえ    

質 問 事 項 

 

№  １   

流産や死産、新生児死亡など、周産期の死別による喪失 

（ペリネイタル・ロス）へのケアを社会のスタンダードに 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

死別の悲しみを抱える遺族をサポートすることを「grief（悲嘆）」「care

（世話）」するグリーフケアと呼び、「遺族ケア」や「悲嘆ケア」とも呼ば

れています。 

 中でも流産や死産、新生児死亡など、周産期の死別による喪失を「ペリネ

イタル・ロス」と言い、その死産時のケアを「ペリネイタル・ケア」と言い

ます。 

 流産や死産、新生児死亡に直面する御家族は、母体ケアへの配慮が必要な

状況下でお子さんとの突然のお別れに直面するという極めて難しい心理状況

にあります。 

グリーフが長引いたり重症化したりすることを軽減するために適切なケア

や日常への移行サポートを受けられる環境づくりについて、社会の認知や理

解とともに行政の仕組みにも包摂していくことについて、現状の確認と提案

及び今後の方針を伺います。 

 

（１）赤ちゃん（胎児期を含む）、こどもを亡くした御家族への手続サポー

トや相談窓口設置及び希望者への訪問相談等について 

   （産後ケアとペリネイタル・ケア双方の視点から） 

 

（２）自助グループなどの地域資源の把握・連携・協力と情報提供体制の整

備について 

 

（３）行政窓口担当者等へのグリーフケアに対する認知向上と社会復帰・職

場復帰への支援のための情報パッケージについて 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 



 

別紙                    氏 名  大島 もえ    

質 問 事 項 

 

№  ２   

 リトルベビー（早産・低出生体重児出産）子育てのサポート

と社会への理解浸透及びプレママ・プレパパ教室の充実につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 多胎児出産や早産などを背景に、小さく生まれてくる赤ちゃんは10人に  

１人の割合です。（尾張旭市内令和４年実績では560出生数に対して2,500ｇ

以下は51名９％、1,500ｇ以下は５名１％とのこと。以下、小さく生まれた赤

ちゃんをリトルベビーと呼びます。） 

リトルベビーは正期産児との発達差があり、一般的な母子健康手帳の成長

記載欄が使いにくいため、特におおむね1,500ｇ未満の極低出生体重児を持つ

保護者のためには、県から「あいちリトルベビーハンドブック」が交付され

るなど、ゆっくりとした成長発達であっても、保護者がこども自身の成長に

喜びを感じ、育児不安等の解消を図ることを目的とした施策が展開されてい

ます。 

そこで、尾張旭市におけるリトルベビーの子育て等、定型発達以外のお子

さんの子育てサポートについて確認・整理し、今後の方針を伺います。 

 また、出生体重や発達の状況によらず、18歳成人に育て上げるまでの間、

悩まない保護者はおらず、日々イレギュラーに直面するこどもの様子に対す

る不安はついて回ります。 

 正期産や定型発達などの一般的な育児情報にとどまらず、多様な出産の状

況や発達の在り方についての幅広い理解を深めることも、子育て不安と付き

合っていくための助けになります。 

多様な出産や発達の在り方・可能性があることへの理解を深め社会への浸

透を図ることで、子育てにおける「想定」の幅を広げ、不安への対応力を備

えるとともに、出会いゆく多様な子育て仲間同士の理解を広げるためにもプ

レママ・プレパパ教室での学びの充実について提案し、今後の方針を伺いま

す。 

 

（１）リトルベビー子育てのサポートや相談窓口及び支援の情報パッケージ

について 

 

（２）「想定」の幅を広げ、子育て不安への対応力を育むためのプレママ・

プレパパ教室での学びの充実について 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 



 

別紙                    氏 名  大島 もえ    

質 問 事 項 

 

№  ３   

 高齢者肺炎球菌ワクチン独自助成制度の今後について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 肺炎の主な原因の一つである肺炎球菌に対して免疫をつけるため、国は平

成26年10月より予防接種法による定期接種を位置づけ、65歳以上の方に関し

ては５年刻みでの定期接種に対する公費助成が行われています。 

加えて尾張旭市は、国の制度に先駆けて平成23年９月より70歳以上の方々

への独自助成を実施していますが、いよいよこの独自制度が今年度限りと

なっています。 

一方で、国立感染症研究所の考察によると、「予防接種法において、Ｂ類

疾病は個人予防に重点があり、努力義務はなく、接種勧奨もない。また、定

期予防接種のＢ類疾病費用は, 自治体がその一定額を負担するが、個人の費

用負担も発生する。このような予防接種制度の中、高齢者肺炎球菌ワクチン

の定期予防接種率の向上は喫緊の課題である。（中略）接種対象者に対する

一層の接種啓発が期待される。」とされています。 

そこで、これまでの状況確認と今後の方針を伺います。 

 

（１）65歳以上の方々の接種率について市の事業成果と評価及び今後の独自

助成継続方針について 

 

（２）助成制度の認知を高め、接種率向上につなげる方策について 

    

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 



 

別紙                    氏 名  大島 もえ    

質 問 事 項 

 

№  ４   

 生前相談と死後の尊厳のための社会的支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

今年６月、「“多死社会” 年間死亡者 過去最多の156万人 火葬待ち12日

間も」という衝撃的な報道を目にしました。 

厚生労働省の人口動態統計によると、年間死亡者数は1899年に統計を取り

始めて以降最も多く、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口による

と、2040年に約167万人とピークを迎え、2070年まで約150万人以上の推移見

込みで「多死社会」の到来だと報じています。 

首都圏横浜市の火葬場は「友引」も受け入れ、新施設の建設も計画してい

るとの報道は、公立で火葬場を持たない自治体の不安も喚起しました。 

費用においても、公立斎場を有する近隣瀬戸市、名古屋市斎場を利用させ

ていただく場合、大人の火葬費用では、市外在住者である尾張旭市民は当該

市民の14倍の料金設定となっています。 

また、岡崎市内の葬儀会社であった建物でのひつぎ遺体の一時保管が長期

化していた報道の背景には、身寄りのない方の死後の対応が自治体の課題と

なっていることを示しました。 

同報道の中では「行政のすべきことは、お亡くなりになってから身寄りを

探すことよりも、その人が生きている間に相談にのること」という横須賀市

の御担当者様の弁も紹介されていました。 

現行制度は、お亡くなりになられた方の葬儀は近親者が行うことを前提と

しており、身寄りのない方の御遺体については「例外的な対応」として自治

体が葬儀を実施してきた経緯があると思いますが、火葬前の親族探しが難航

するケースが少なくなく、「生前の対応」が求められる時代への移行を感じ

ます。 

 今後さらに高齢化が進み、お亡くなりになられる方を家族の力だけで支え

ることができないという問題や、増えていく死者を誰が弔うのかという問題

を社会全体で考える必要があると考え、以下今後の方針を伺います。 

 

（１）葬儀、納骨、死亡届出人、リビング・ウイル（緩和医療や延命治療の

希望の有無）等の生前相談の実施及び、「終活関連情報」を生前に御登

録いただく横須賀市型「わたしの終活登録」事業の導入について 

 

（２）火葬料金の補助や自治体間提携など死後の尊厳サポートの実施につい

て 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 



 

別紙                    氏 名  大島 もえ    

質 問 事 項 

 

№  ５   

 市職員の人的資本経営視点による育成と労働環境について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 一人一人の状況や働き方に合わせたアプローチによって、各自の能力を最

大限に引き出し、人財の価値を最大化させながら活用する人的資本経営の視

点から、環境整備の今後の方針について伺います。 

 

（１）残業手当の発生しない管理職級職員の残業・休日出勤等労務管理につ

いて 

 

（２）課長級から部長級へのステージチェンジを育む人財育成と労働環境の

整備について 

 

（３）育・産休取得促進に伴う労働調整による本人と周囲の双方の負担軽減

とキャリアの早回し等の復帰支援や工夫について 

 

（４）男女の賃金格差と雇用形態の差異及び分布とバランスへの考え方につ

いて 

 

（５）多様な人財によるイノベーションを期待すべく労働環境と福利厚生の

構築について 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 


